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はじめに

　行動分析学は，行動の予測と制御を目的と
して，環境と行動の関数関係の記述を科学的
に試みる学問である。ここでは，人間の行動
の先行事象（先行刺激）と後続事象（結果）の
環境変化に着目することによって「何がその行
動を制御するのか」を明らかにする作業が行わ
れる。それは，目に見える外顕的行動に留ま
らず，言語や認知といった目に見えない内潜
的行動に対しても同様である（Zettle & Hayes, 
1982）。行動分析学においては，そうした言語
や認知を「言語行動」とし，人間を他の動物と
区別する独自の行動であるとして注目されてき
た（Skinner, 1969）。
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　言語行動は，「聞くこと」「話すこと」といっ
た単なる受容や表出に留まらず，人間の行動に
影響を及ぼしていることは明らかである。たと
えば，朝，親が子どもにする「早く準備しなさ
い」といった命令や，「手のひらに人の字を書
いて飲むと落ち着く」といった迷信のような言
語行動によって，人間の行動が方向づけられて
いると言うことができる。行動分析学において
は，このように言語行動の影響を受ける行動
は，「非言語行動」として記述される（Skinner, 
1969）。そして，このような言語行動と非言語
行動の関係は，Skinner（1969）によってルー
ル支配行動（rule-governed behavior）として概
念化が図られた。Skinner（1969）は，行動を
方向づける言語刺激をルール（rule）として，
ルールと一致する非言語行動をルール支配行動
として定義した。たとえば，先述した子どもの
例にあてはめると，「早く準備をする」がルー
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ルであり，実際に身支度の準備を行うことが
ルール支配行動である。Skinner がルール支配
行動に対する理論的説明を展開したことによっ
て，ルールとルール支配行動の行動連鎖に着目
した実験研究が繰り広げられ，言語による行動
制御に対する実証的な知見が蓄積された（松
本・大河内 , 2002）。
　その一方で，ルール支配行動に対する
Skinner の理論的説明に対して多くの行動分析
家によって議論が続いているのも現状である

（たとえば，Parrot, 1987）。その中でも，これま
で最も問題視されてきたのは，迷信的なルール
に従事する行動のように，直接的な強化歴のな
いルールがなぜ「生成」され，そのルールに人
間がなぜ「従事する」のかといった点につい
ては説明されていないことであった（O’Hora, 
Barnes-Holmes, & Stewart, 2014）。
　ところが，この限界点に対して，近年は，関
係フレーム理論（relational frame theory；以下，
RFT）によって，Skinner の言語行動理論を発
展させる理論的枠組みが提供されたことによっ
て，ルールを「生成」し，「従事」するプロセ
スに対して，オペラントの観点から説明が補完
されている。言い換えると，RFT は，ルール支
配行動の制御変数に対する精緻な機能分析を実
施することによって，ルール支配行動に対する
新たな理論的展開と実証的研究を繰り広げてい
る。このような RFT の展開は，人間特有の精
神病理のメカニズムに対する理解や，それらに
対する新たな支援方法に対して臨床的示唆を提
供するものと考えられる。しかしながら，RFT

の枠組みから提供される実証的な知見は未だ数
少ないのが現状である。そこで，本稿において
は，これらのルール支配行動に関する研究動向
を整理することによって，近年の機能分析的ア
プローチの応用可能性と，限界点について記述
することを目的とした。まず，従来のルール支
配行動に対する理論的説明および実験的研究

を概観し，その限界点を整理する。次に，RFT

によるルール支配行動に対する新たな理論的説
明と実証的研究を記述し，最後に今後の展望に
ついて記載する。
　行動分析学においては，他者から与えられる
ルール（他者のルール）を教示（instruction），
自ら生成するルール（自己ルール）を自己教
示（self-instruction）それと一致する行動制御

（ルール支配行動）を教示性制御（instructional 
control）と記述される場合が多い（田中・嶋崎， 
2007）。本稿においては，Skinner（1953）の定
義にしたがって，それらをルール，自己ルール，
ならびにルール支配行動と表記する。

１．ルール支配行動に対する
Skinner の理論的展開

　ルール支配行動の概念は，行動を「先行事象
（A）－ 行動（B）－結果（C）」の三項随伴性
の枠組みでとらえる機能分析の概念に基づいて
いる。たとえば，友人に「外に出ると，ホタル
が見えるよ。」と言われ，靴を履いて外に出た
とする。その場合，友人の発言（「外に出ると
…」）は，ルールであり，先行事象（A）であ
る。また，ルールによって生じる，「外に出る」
といった行動は，ルールと一致するルール支配
行動（B）であり，それによって「ホタルが見
える」（C）といった結果が生じていると分析
される。このように，Skinner（1969）は，ルー
ル支配行動を三項随伴性の観点から分析するこ
とによって，直接的な随伴性のみで形成される
随伴性形成行動（contingency-shaped behavior）
との区別を明確にした。たとえば，「右に曲が
ると，駅があります。」と聞いて右に曲がる場
合はルール支配行動であり，“右に曲がると駅
がある”といった学習履歴によって右に曲が
る場合は随伴性形成行動である。このような
区別によって，Skinner が目指したのは，ルー
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ル支配行動に対する「予測と制御」であった
（Skinner, 1969）。Skinner によってルール支配行
動が定義されて以来，これまで多くの行動分析
家によってルール支配行動に対する議論が行わ
れ，その分析枠の確立が目指されてきた。
　こうしたルール支配行動に対する理論的な分
析枠は，主に 2 つの着眼点から展開された。あ
る研究者たちは，Skinner（1963）の定義に基
づいて，ルールとルール支配行動の随伴関係に
着目した理論や実験的分析を展開し，ルール支
配行動を，ルールを弁別刺激とした「刺激性制
御（stimulus control）」の一形態であるとする
理論を発展させた（たとえば，Cerutti, 1989）。
また，別の研究者たちは，ルール支配行動を単
なる刺激性制御として理解するのではなく，そ
の機能に着目し，ルール支配行動を反応クラス

（プライアンス，トラッキング，オーグメンティ
ング）によって分類する理論を展開した（たと
えば，Zettle & Hayes, 1982）。
　その一方で，それらの理論的説明には人間
の行動制御を記述する上で，限界点があるこ
とも指摘されている（O’Hora & Barnes-Holmes, 
2004）。そこで，まずは，先述した 2 つの着眼
点から展開されたルール支配行動に対する理論
的説明や実証的研究を概観し，その後，それら
の先行研究における限界点を整理する。

1.1. ルール支配行動と刺激性制御
　多くの行動分析家によって，ルールは弁別刺
激であり，ルール支配行動は刺激性制御であ
ると考えられた。Skinner（1969）は，ルール
支配行動は，ルールによって随伴性が「特定

（specify）」された結果生じる行動であるため，
随伴性特定刺激（contingency specifi ed stimuli）
による刺激性制御であると定義し，他の刺激性
制御と区別した。たとえば，「右に曲がると，
駅があります。」というルールの場合，聞き手
は「右に曲がる」といった行動と「駅に到着す

る」という結果の随伴関係を「特定する」こと
によって，右に曲がるという行動を選択する。
　ルール支配行動が刺激性制御であるという
Skinner の理論的展開に従って，1980 年代には，
実験的に生成されたルールや，実験参加者が生
成した自己ルールを独立変数として，ルール支
配行動に関する実験研究が発展した。こうした
先行研究は，主にプログラムされたフリーオペ
ラントの強化スケジュール下において，非言語
行動がルールや自己ルールによってどうなる
か，といった観点から実施された（松本・大河
内 , 2002）。
　このような手続きによって，ルール支配行
動と随伴性形成行動の区別に関する研究（た
と え ば，Shimoff, Matthews, & Catania, 1986），
ルールの記述内容（非言語行動の記述と結果
の記述）が，非言語行動に及ぼす効果の差異
に関する研究（たとえば，Matthews, Catania, 
& Shimoff, 1985），ルール支配行動と随伴性形
成行動の特性の差異に関する研究（たとえば，
随伴性の感受性の研究；Shimoff, Catania, & 
Matthews, 1981）が主に実施されてきた。これ
らの先行研究によって，ルール支配行動のメカ
ニズムに対する実証的知見が蓄積されてきた。
　このように，ルール支配行動を刺激性制御
とみなすことによって，多くの実証的知見が
蓄積された。その一方で，ルール支配行動を
刺激性制御とする場合，生起・維持される全て
のルール支配行動において，ルールとルール支
配行動の一致の強化履歴があるということにな
る。そのため，直接的な強化歴のないルール支
配行動については，刺激性制御の枠組みでは説
明できないといった限界点があった。そこで，
Skinner （1986） は，ルール支配行動を「反応ク
ラス」とする説明を展開した。

1.2．反応クラスとしてのルール支配行動
　Skinner （1986） は，ルール支配行動を「ルー
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ルに従う（rule-following）」という反応クラス
であるという考えを提唱した。すなわち，個々
のルール支配行動は，その反応クラスの成員で
あるとしたのである。このことによって，ルー
ル支配行動の反応クラスに着目した理論が展
開された（たとえば，Parrot, 1987； Zettle & 
Hayes, 1982）。
　ルール支配行動の反応クラスは，強化随伴性
の履歴の種類によって 2 つに区別されている

（Zettle & Hayes, 1982）。それらは，プライアン
ス（pliance）とトラッキング（tracking）である。
また，それらの 2 つのルール支配行動のいずれ
かと組合わさって作用するルール支配行動とし
て，オーグメンティング（augmenting）がある
とされている。
　プライアンスとは，ルールと非言語行動の一
致が，社会的に媒介された結果により制御され
ているものである。たとえば，子どもの歯磨き
が，「母親から褒められる」といった結果によ
り制御される場合，それはプライアンスであ
る。その一方で，トラッキングは，ルールと非
言語行動の一致が，自然発生的な随伴性によっ
て制御されているものである。たとえば，子ど
もの歯磨きが，「口の中がスッキリする」といっ
た結果により制御される場合はトラッキングで
ある。オーグメンティングは，ルールによって
特定された結果が，強化や弱化として機能する
程度に影響を与えることである。たとえば，子
どもが歯磨き粉の「おくちピカピカ」という文
字を見て，歯磨き後の「スッキリ感」の強化機
能が高まって歯磨きをしたならば，それはオー
グメンティングとなる。
　こうした，反応クラスとしての分析枠が提供
されたことによって，強化歴のないルール支配
行動の生起メカニズムについて，反応クラスに
着目した実験研究が提供された。Cerutti （1989） 
は，新規なルールによるルール支配行動は，こ
れまでに確立された「弁別刺激の組み合わせ」

であると説明した。たとえば，「ボールをとっ
て」というルールと，「時計を見て」というルー
ルの制御下におけるルール支配行動が確立され
ている場合，「ボールを見て」という新規なルー
ルが呈示されても，ルール支配行動が生起する
というものである。実際に，Dermer & Rodgers 

（1997） の研究においては，多くの弁別刺激が
確立されるほどその組み合わせ数は増加し，般
化した形でのルール支配行動が示されることが
明らかとなった。この研究によって，新規な
ルールの生成や，それに従う反応の「生起頻度」
は，ルールの呈示下における非言語行動の分化
強化を繰り返すことによって高めることが可能
であることが示された。
　これらの先行研究によって，新規なルールに
おけるルール支配行動が分化強化によって確立
可能であること，および直接的な強化歴のない
ルールの生成や，そうしたルールへの従事は，
複数の弁別刺激を用いた訓練によってその般化
が期待されることが明らかとなった。すなわ
ち，ルール支配行動を反応クラスとしてとらえ
ることによって，ルール支配行動の般化のメカ
ニズムに対する理解が拡大したと言うことがで
きる。

1.3．Skinner の理論に基づいた先行研究の限
界点
　これまでに記述したように，人間のルール支
配行動に関して，言語と非言語行動，および結
果の随伴関係に着目することによって，そのメ
カニズムや制御方法に対する知見が蓄積されて
いる。しかしながら，ルール支配行動について
分析する上で，未だに議論が続いているのが現
状である（O’Hora & Barnes-Holmes, 2004）。そ
こで，従来のルール支配行動に対する理論的説
明の展開と，議論点を Figure1 に示した。
　ルール支配行動に対する刺激性制御としての
説明は，ルールと非言語行動の一致の強化歴が
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ないルール支配行動について，理論的説明の整
合性がつかないことが指摘されてきた。ところ
が，Dermer & Rodgers （1997） においては，ルー
ル支配行動は，強化歴ある弁別刺激の組み合わ
せによって，新規なルールにおいてもより般化
した形でルール支配行動が示されることが明ら
かとなった。しかしながら，Dermer & Rodgers 

（1997） の結果は，全てのルール支配行動が，
これまで強化歴のある刺激と反応の組み合わせ
によって生起していることを意味しない。つま
り，Dermer & Rodgers （1997） の手続きは，同
一の反応クラス内におけるルール支配行動に関
する説明であり，それぞれの反応は直接的な

強化歴を持っている。したがって，Dermer & 
Rodgers （1997） の説明においては，刺激般化と
しても説明がつかないような，全くの強化歴が
ないにも関わらず生起する，人間特有の複雑な
ルール支配行動については，説明することがで
きないと考えられる。たとえば，「手を洗わな
いとばい菌に支配される」といった強迫観念

（ルール）は，何らかの反応によって「ばい菌
に支配された」履歴によって生起および維持す
るわけではない。また，「ジュースを飲みすぎ
ると糖尿病になる」といったルールによって，
ジュースを飲む行動を抑えた場合，ジュースを
控えるといったルール支配行動は「糖尿病にな

Figure 1. Skinner  
RGB rule-governed behavior  
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る」といった結果によって制御されているわけ
ではない。このようなルール支配行動は，刺激
性制御として理解することも，何らかの反応ク
ラスとして記述することも困難である。
　また，先行研究においては，ルールの「生
成」と「従事」が分けて記述されていないこ
とも指摘されている（O’Hora & Barnes-Holmes, 
2004）。たとえば，「ジュースを飲みすぎると糖
尿病になる」といったルールを与えられた場
合，その後ジュースを飲む行動を控える者と，
そうでない者がいると考えられる。このよう
に，ルールを生成していても，弁別的機能を獲
得する者とそうでない者がいると考えられる。
しかしながら，刺激性制御の枠組みにおいて
は，機能の獲得過程については説明がされてい
ない。
　これらの限界点を考える上で，Hayes & 
Hayes （1989） は，どのような強化歴によって
人間は自らルールを「生成」し，それが「弁別
的機能を獲得」してルール支配行動が成立する
のか，といったルール支配行動の制御変数に
対する機能分析が必要であると主張した。そ
こで，近年においては RFT の枠組みにおいて，
このようなルール支配行動の制御変数に対する
精緻な機能分析的な説明および実験研究が展開
されている（O’Hora et al., 2014）。そこで，以
下においては，近年の RFT の枠組みにおける
ルール支配行動に対する理論的展開と実験的分
析を記述し，それらの新たな展開について記述
する。

2. RFT によるルール支配行動に対する
新たな理論的展開

　従来のルール支配行動に対する理論的説明に
おいては，他の刺激性制御とルール支配行動
を区別する機能的基準が明確でなかったため，

「強化歴のないルール支配行動」や「ルールと

非言語行動の不一致」の状態について説明する
ことが困難であった。その中で，ルール支配行
動の制御変数に対する機能分析を実施すること
は，それらの区別を可能にし，人間特有の複雑
なルール支配行動に対する分析を可能にするも
のと考えられる。そこで，近年は，RFT の枠
組みにおいて，「関係反応」という単位によっ
て，ルール支配行動の制御変数について精緻な
機能分析的説明が展開されている。
　RFT とは，人間の言語や認知に関する近代
の行動理論である（Hayes, Barnes-Holmes, & 
Roche, 2001）。RFT は，言語は刺激間の関係づ
けで構成されると考え，このような関係づけを
関係反応と呼ぶ（Hayes et al., 2001）。RFT によ
ると，恣意的に適用可能な関係反応（arbitrarily 
applicable relational responding；Hayes et al., 
2001）が，人間の言語や認知の中核となるとさ
れる。恣意的に適用可能な関係反応とは，物理
的特徴ではなく“勝手気まま”に刺激関係を区
別することである。たとえば，物理的特徴に基
づく大小関係の区別は，非恣意的な関係反応で
ある（たとえば，10 円玉は 50 円玉より大きい）。
その一方で，大小関係による価値の区別は，恣
意的に適用可能な関係反応である（たとえば，
50 円は 10 円より大きい）。
　また，恣意的に適用可能な関係反応の特
徴 は， 派 生 的 関 係 反 応（derived relational 
responding）や刺激機能の変換（transformation 
of stimulus function）といった般化オペラント
行動として記述される（Hayes et al., 2001）。派
生的関係反応とは，直接的な強化歴のない刺激
間に対して，関係性に応じて派生的に反応する
ことを指す。たとえば，A ＜ B，B ＜ C のとき
の，A ＜ C という反応である。また，刺激機
能の変換とは，派生的関係反応に基づいて刺激
の機能が変換することである。たとえば，A ＜
B と B ＜ C という関係と，“A ＝ 50 円”とい
う関係を学習した場合，A ＜ C といった派生
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的関係に基づいて，C がポジティブな機能を帯
びることが刺激機能の変換である。これらの関
係反応の枠組みによって言語や認知を分析する
ことによって，Skinner の言語行動理論から発
展した新たな機能分析的アプローチが展開され
た（Hayes et al., 2001）。

2.1. RFT によるルール支配行動に対する理解
　このような RFT の理論的説明に基づいて，
Hayes & Hayes （1989） は，ルール支配行動を

「刺激性制御」と，派生的関係反応によって形
成された派生的ネットワークと一致する反応と
しての「関係教示性制御（relational instructional 
control）」に区別した。
　Hayes & Hayes （1989） は，ルール支配行動
の制御変数に対する機能分析を，派生的関係反

応と刺激機能の変換の観点から実施した。たと
えば，“ベルが鳴った後にオーブンに行って，
そしてケーキをとってきて”と他者から言わ
れ，それに従う場合，2 つの異なるタイプの関
係反応が含まれると説明する。1 つは，「刺激」
と「反応」を等価関係で結びつける「等価」に
基づく関係反応である（たとえば，実物を指す

“オーブン”といった言葉と，そこに接近する
ための“行く”という言葉）。ここで，環境刺
激（たとえば，オーブン）の機能は，派生的反
応に基づく刺激機能の変換によって弁別刺激と
しての機能を獲得するのである。もう 1 つは，
行動随伴性を記述する「時間」に基づく関係反
応である（たとえば，“後”や“そして”）。こ
こで，個々人の行動が等価や時間の派生的関係
反応および刺激機能の変換によって同時に制御

「 オーブン 

「 行く 」
等価関係に基づく刺激機能の変換

オーブン（実物）が 行く行動の
弁別的機能を獲得

A B C
先行刺激 

ルール
（随伴性の記述）

行　動 

ルール支配行動
（ルールと一致）

結　果 

結果
（ルールと一致）

RFTの説明

Skinnerの説明

ベルが鳴った “とき” オーブンへ行く “そして” ケーキを取る
時間関係の派生的関係反応

A → B C
時間の文脈手がかり 時間の文脈手がかり

等価の文脈手がかり

随伴性の記述
の分析

弁別的機能の獲得
の分析

Figure 2. Skinnerのルール支配行動の説明およびRFTの説明図

→

」
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されるとき，それは「派生的関係のネットワー
ク」と一致する反応である。すなわち，等価
や時間の派生的関係反応と刺激機能の変換は，
ルールの生成，およびルールへの従事を構成す
る関係反応であるとされている。Figure 2 に，
Skinner によるルール支配行動に対する分析と，
RFT による分析を図示した。
　RFT は，等価や時間の関係反応としてルール
支配行動を記述することによって，ルール支配
行動の制御プロセスに対する機能分析的説明を
補完した。最近では，このような RFT の理論
的展開に応じて，ルール支配行動に対する新た
な実験的分析（O’Hora & Barnes-Holmes, 2004；
O’Hora et al., 2014）が実施されている。そこで，

次項においては，これらの研究を概観すること
によって，近年の機能分析的アプローチによっ
て提供される新たな知見を整理する。

2.2. 派生的ルール支配行動に関するRFT研究
　先述した Hayes & Hayes （1989） における
ルール支配行動の制御変数に関する理論的説明
に従って，O’Hora et al. （2004） およびに O’Hora 
et al. （2014） においては，RFT において一般的
に用いられる関係課題（relational task）の手続
きによって，派生的ルール支配行動に関する研
究が実施された（Figure 3）。最初に（1）4 つ
の無意味な記号（たとえば，「%%%」）にそれ
ぞれ，同類，反対，前，後の機能を確立し，そ

「前」および「同類」は，実際には記号（%%%など）で呈示される。 
    また，X１／X２は，O’Hora et al.（2014） のみにおいて呈示された。 

同類 同類 同類 同類 同類 同類 同類 同類

黄ボタン

青ボタン

Key:

前

C１

A1

A2

A3

A4

緑ボタン

赤ボタン

C4

C 4

前

C３

前

C２

B2 B3 B4

B1 B2 B3 B4 C 1 C 2 C 3

X1 / X2

A1 A2 A3 A4 B1

Figure 3.  派生的ルール支配行動の実験的分析における画面例  
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れらを文脈手がかりとした。次に，（2）それら
の文脈手がかりを用いて，無意味綴り（たと
えば，「LIB」）間の等価と時間の派生的関係反
応がテストされた。テストにおいては，まず，
刺激 C が「時間」の文脈手がかりとともに垂
直に呈示された（たとえば， C1 の前に C2，C2

の前に C3，C3 の前に C4）。その後，画面上部
の右側には，刺激 B と C が「等価」の文脈手
がかりとともに呈示された（たとえば， B1 と
C1 は同類となり，B1 の前に B2，B2 の前に
B3，B3 の前に B4 となる）。画面上部の左側に
は，同様に刺激AとBが呈示された（たとえば， 
A1 と B1 は同類を差し，A1 の前に A2，A2 の
前に A3，A3 の前に A4 となる）。ここでは，
A1 から A4 はボタンになっており，文脈手が
かりに従ってボタンを順番に押すことを求めら
れる。
　このような手続きによって，直接的な強化歴
のない派生的関係に基づく新規なルールに従っ
て，ボタン押し反応の生成が求められた。その
結果，O’Hora et al. （2004） においては，12 人
中 8 人の参加者に，派生的ルール支配行動が示
された。この結果から，O’Hora et al. （2004） は，
新規なルールにおけるルール支配行動を示すこ
とに成功したと結論づけた。これは，派生的
ネットワークに合わせて，自らルールを恣意的
に「生成」する反応に対する実験的分析を可能
にしたと考えられる。
　さらに，O’Hora et al. （2014） は，O’Hora et 
al. （2004） において示された派生的ルール支配
行動の強化や罰に対する感受性の検討が実施さ
れている。ここでは，先行刺激として画面上段
に X1 および X2 が呈示された（Figure. 3）。呈
示された X1 と X2 に応じて，派生的ルール支
配行動に対して強化もしくは罰が与えられる手
続きで実施された。その結果，3 人全ての参加
者において，派生的ルール支配行動が先行刺激
によって制御されることが示された。O’Hora 

et al. （2014） は，これらの結果から，「ルール
の生成」と「ルールへの従事」の強化随伴性を
分けて考えるべきであると主張している。すな
わち，この O’Hora et al. （2014） の実験的分析
によって，ルールを「生成」する随伴性と，そ
れが「弁別的機能を獲得」する随伴性が異なる
という RFT の理論的説明が支持されたと言う
ことができる。
　このように，RFT において展開される理論
的説明や実証的研究は，ルール支配行動に対す
る Skinner の説明を補完した。このことによっ
て，今後 Skinner の理論的説明においては記述
が不可能であった，人間の複雑なルール支配行
動のメカニズムに対する研究の展開が期待され
る。そこで，最後に，RFT におけるルール支
配行動に対する実証的研究の今後の可能性と課
題について述べる。

2.3. RFT におけるルール支配行動の研究に対
する今後の展望
　本稿においては，ルール支配行動に対する従
来の Skinner（1969）の定義に基づいた実証的
研究の動向と限界点を整理し，RFT の枠組み
から実施され新たな理論的説明と実証的研究の
動向を展望した。その結果，RFT の枠組みか
らルール支配行動の制御変数に対する精緻な分
析が行われたことによって，従来の定義では理
解することができなかった人間の複雑なルール
支配行動に対する分析が提供されたことが明ら
かとなった。その一方で，RFT の枠組みにお
けるルール支配行動に対する研究は，未だ数が
少ない。そこで最後に，今後の検討課題を以下
に記述する。
　RFT の枠組みにおけるルール支配行動に対
する研究は，直接的な強化歴のない，人間の恣
意的で派生的なルール支配行動に対する実証的
な研究を可能にした。さらに，RFT において，
ルール支配行動を，ルールを「生成」する随伴
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性とそれに「従事」する随伴性が分けて記述さ
れたことによって，それらを分けて実験的に検
討することが可能になった。
　O’Hora et al. （2014） は，直接的な強化歴の
ない派生的ルール支配行動の罰および報酬の感
受性に関する研究を展開した。こうした派生的
ルール支配行動の罰感受性は，たとえば，パ
ニック障害患者に示される回避行動の拡大など
と関連すると考えられる。O’Hora et al. （2014） 
の研究においては，派生的ルールと一致する反
応に罰が，派生的ルールと不一致の反応に強化
が与えられる手続きが用いられたが，今後は，
反応に回避的機能をもたせることによって，派
生的ネットワークの拡大と回避行動拡大のメカ
ニズムに関する実験的分析の展開が期待され
る。
　さらに，O’Hora et al. （2014） においては，派
生的ルールが生成されていても，先行刺激に
よって派生的ルール支配行動への従事が制御
されることが示された。この手続きについて，
O’Hora et al. （2014） は，社会的場面におけるプ
ライアンスと反プライアンス（counter pliance）
に対する分析を提供すると考察している。これ
は，たとえば，先生の前では規則を守るが，仲
間と一緒の時は規則を破るといったような行動
のことを指す。RFT を理論的基盤とするアク
セプタンス & コミットメント・セラピーにお
いては，プライアンスの堅さは随伴性の感受性
を低下させ，心理学的諸問題をもたらすとされ
ている（Törneke, Luciano, & Salas, 2008）。した
がって，今後は，O’Hora et al. （2014） の手続き
が，プライアンスの柔軟性の測定や，その訓練
技法に援用されることによって，心理学諸問題
に対する新たな支援法が提案されることが期待
される。
　また，Tarbox, Zuckerman, Bishop, Olive, & O’Hora 

（2011） は，単純なルールに従う（たとえば，
「手を上げて」という指示に従う）行動が示さ

れない自閉症児を対象に，条件の関係反応を含
む単純なルール（たとえば，これがニンジン

“ならば”手を叩いて）におけるルール支配行
動をあらゆる刺激を用いて強化したところ，新
規刺激を用いても“ならば”という条件関係の
文脈手がかりの制御下におけるルール支配行
動が確立することを示した。したがって，RFT

によるルール支配行動に対する研究は，ルール
支配行動そのものの確立や，柔軟なルール支配
行動の促進法の双方に対して新たな研究パラダ
イムを提供することが期待される。
　RFT において，人間が“勝手気まま”にルー
ルを生成し，それを行動に適応するプロセスが
明らかになれば，ルール支配行動に関わる人間
の精神病理に対する治療や，ルール支配行動
の確立に困難を抱える者への支援に応用する
ことが可能になると考えられる。しかしなが
ら，RFTの枠組みから実施された実証的研究は，
本稿で紹介したものに留まっている。今後，こ
れらの領域における基礎研究の展開が期待され
る。
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Abstract

　The aim of this study was to discuss a recent functional analytic approach to studying rule-
governed behavior and outline the direction for future behavioral research in this area. Various 
empirical studies have defi ned rule-governed behavior as stimulus control. However, there has 
been a lack of functional distinction between rule-governed behavior and other forms of stimulus 
control, which was problematic because rule-governed behavior is controlled by novel rules. 
Recently, the Relational Frame Theory（RFT）provided the functional analytic approach to 
enable empirical research that distinguishes rule-governed behavior from other forms stimulus 
control. In the current study, we fi rst outlined the knowledge of previous studies and the recent 
functional analytic approach of rule-governed behavior, and then discussed the direction of 
further research in this area.
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